
別紙様式  
        平成２４年度 「事務の共同実施」実施計画書 

 
 

市町教育委員会名 宇部市  教育委員会 

学  校  名 学級数 児童生徒数 教職員数(平成 23 年５月１日現在) 内事務職員数 備 考 

拠点校 宇部市立上宇部中学校 １７学級  ４８８人           ３５人  ３人  

連携校 

宇部市立恩 田小学校 ２１学級  ５９７人           ２９人 １人  

宇部市立上宇部小学校 ２７学級  ６８５人           ４０人 １人  

宇部市立 岬 小学校 １２学級  ２１６人           ２０人 １人  

宇部市立見 初小学校 ９学級  １２２人           １４人 １人  

宇部市立琴 芝小学校 １７学級  ４１２人           ２４人 １人  

宇部市立神 原小学校 １３学級  ２７０人           １９人 １人  

宇部市立常 盤中学校 １８学級  ５３６人           ３７人 １人  

宇部市立神 原中学校 １１学級  ２２４人          ２２人 １人  

連携校 

宇部市立東岐波小学校 ２９学級  ８２３人          ４２人 １人  

宇部市立西岐波小学校 ２３学級  ６６４人          ３３人 １人  

宇部市立常 盤小学校 ２０学級  ５０５人           ２８人 １人  

宇部市立川 上小学校 ２４学級  ６４７人          ３２人 １人  

宇部市立東岐波中学校 １５学級  ４３８人          ２４人 １人  

宇部市立西岐波中学校 １８学級  ５２４人          ３５人 １人  

宇部市立川 上中学校 １２学級  ３２４人          ２３人 １人  

連携校 

宇部市立新 川小学校 １８学級  ４１１人           ２６人 １人  

宇部市立鵜ノ島小学校 １３学級  ２５５人           １８人 １人  

宇部市立藤 山小学校 ２５学級  ７３２人           ３５人  １人  

宇部市立小羽山小学校 １７学級  ４３９人           ２６人 ２人  

宇部市立桃 山中学校 １３学級  ３５４人           ２５人 １人  

宇部市立藤 山中学校 １６学級  ４２７人           ２９人 １人  

連携校 

宇部市立厚 南小学校 ２１学級  ５９１人           ３０人 １人  

宇部市立 原 小学校 １３学級  ３００人           ２１人 １人  

宇部市立西宇部小学校 １６学級  ４０１人           ２４人 １人  

宇部市立黒 石小学校 １９学級  ４９５人           ２５人 １人  

宇部市立厚 南中学校 １７学級  ５０９人           ３３人 １人  

宇部市立黒 石中学校 １４学級  ３８５人           ２５人 １人  

連携校 

宇部市立厚 東小学校 ７学級   ７８人           １１人 １人  

宇部市立二俣瀬小学校 ６学級   ４４人           １１人 １人  

宇部市立小 野小学校 ６学級   ２８人           １０人 １人  

宇部市立吉 部小学校 ４学級   ２６人            ８人 １人  

宇部市立万 倉小学校  ６学級   ６９人           １０人 １人  

宇部市立船 木小学校 １４学級  ２４７人           ２０人 １人  

宇部市立厚 東中学校 ３学級   ４６人           １０人 １人  

宇部市立小 野中学校 ３学級   ３９人           １０人 １人  

宇部市立 楠 中学校  ９学級  １８９人           １７人  １人  

 

 （注）上記の拠点校方式以外の組織体制の場合は別紙として添付してください。 



１ 加配の必要性、目的について 

正確で質の高い事務の提供と学校の活性化を図る次項を、市内全小中学校が同一歩調で取り

組むために、継続的な共同実施目的等の周知、取組内容の企画立案、組織内における連絡調整

等の業務を担う専任事務職員２名の加配が必要である。 

(1) 事務の効率化・適正化・平準化に向けた共同実践 

  (2) 事務職員の資質能力向上のための研修 

  (3) 人材育成のための支援体制 

  (4) 学校における校務分掌の見直し・学校運営への参画 

 

２ 加配後の効果・成果について 

(1) 拠点校を中心とした市内全小中学校による同一歩調での共同実施取組体制ができ、これによ

り、各学校における事務職員が担当する既存事務処理の効率化・適正化、情報の共有化等に向

けた事務改善を支援することができ、市内全小中学校における事務処理の平準化が図れる。 

(2) 各学校が共通に行っている学校事務の処理方法について、市内全小中学校における学校事

務処理システムの統一化・定着化を図ることにより、教員が本来の教育活動に専念でき、き

め細かな学習指導が可能となる。 

(3) 市内全小中学校での取組となるため、管理職等の共同実施に対する理解、協力が得られる

とともに事務職員間の連携も図ることができ、事務職員の学校運営への積極的な参画が促せ

る。 

 

３ 具体的な取組について 

(1) 市内全小中学校において、文書・学校徴収金取扱事務の事務処理システムの統一化・定着

化に向け、各学校の状況把握と課題解決、管理職への理解、協力の依頼、事務職員主導によ

る起案、システムの定着に向けた支援を行う。 

(2) 各学校における事務職員が担当する既存事務処理の効率化・適正化、情報の共有化等に向

け、パソコン活用による事務処理方法の改善等について、新採・臨採・若年事務職員への支

援等を行う。 

(3) 事務職員の資質向上を図る研修の実施により、事務職員の専門性の向上、意識改革及び若

年事務職員のキャリア形成による人材育成を図る。 

 

４ 教育委員会や地域との組織体制について 

(1) 県・市教育委員会からの適切な指導助言を受け、各学校における事務処理体制の整備を図る。 

(2) 市内全小中学校での取組を定着させるため、市校長会・小中学校事務研究会等関係団体との

連携を取りながら取組を推進する。 

(3) 拠点校と各連携校との連携を図りながら、共同実施の目的、内容についてホームページ等

により地域に周知を図る。 

 

５ 実施の充実・拡大への課題について 

(1) 管理職、事務職員への共同実施の意義・目的の周知については、県教育委員会主導による

継続的な取組が必要である。特に、主担当である事務職員に対しては、共同実施は研修では

なく公務であるとの認識を持たせる等の意識改革が必要である。 

(2) 拠点校への主査配置等、将来的に組織として望ましい職員配置やこれに対応できる事務職

員の人材育成が必要である。 

(3) 他地域との情報交換、各地域の成果物の活用等ができるシステムが必要である。 

 


